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令 和 ５ 年 第 ７ 回 東 大 和 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録  

 

１．日   時 令和５年７月24日（月曜日）午後２時00分～午後２時34分 

２．場   所 東大和市役所会議棟第６・７会議室 

３．出 席 委 員 １番  岡 田 博 史（教育長） 

        ２番  岩 田 圭 子 

        ３番  藤 宮 志津子 

        ４番  内 野 裕 子 

        ５番  鈴 木 一 徳 

４．欠 席 委 員 なし 

５．説 明 職 員 

教 育 部 長 小 俣   学  
教育部参事兼 

教育指導課長 
小 野 隆 一 

教育総務課長 斎 藤 謙二郎  
学校施設更新 

等 担 当 課 長 
中 橋   健 

新 校 開 設 

担 当 課 長 
大 野 祐 司  指導担当課長 菅 野 恭 子 

生涯学習課長 岩 野 秀 夫  中央公民館長 伊 藤   智 

中央図書館長 浴   靖 子  
  

６．書 記 

庶 務 係 長 長 瀬 由美子  主 事 淺 井 亮 介 
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○議事日程 

第 １ 会議録署名委員の指名 

第 ２ 教育長諸務報告 

第 ３ 第２１号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ４ 第３５号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

第 ５ 第３６号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

第 ６ 第３７号議案 東大和市立学童保育所条例の一部を改正する条例に係る意 

           見の申出について 

第 ７ 第３８号議案 東大和市立郷土博物館条例の一部を改正する条例に係る意 

           見の申出について 
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午後 ２時００分開会 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎開会の辞 

○岡田教育長 それでは、ただいまから令和５年第７回東大和市教育委員会定例会

を開催いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○岡田教育長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は藤宮委員にお願いいたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第２ 教育長諸務報告 

○岡田教育長 日程第２、教育長諸務報告を行います。 

  資料のほうをご覧ください。 

  ６月26日、月曜日、本市で今年度から導入しておりますオンライン英会話の視

察を第一中学校で行いました。幾つか新聞の報道にもあったのですけれども、私

が見たところでは、思った以上に生徒が積極的に外国人の講師とマンツーマンで

自分から進んで話をしていました。多くの子どもたちが自分の言葉で会話をして

いたというところが非常に印象的で、今後さらに期待が持てるというふうに感じ

たところでした。 

  ６月29日、木曜日、第五小学校を訪問いたしました。そして、教育委員会定例

会に出席をいたしました。 

  ７月３日、月曜日、市職員辞令交付式に出席をいたしました。そして、校長会

に出席をいたしました。 

  ７月４日、火曜日、副校長会に出席をいたしました。 

  ７月６日、木曜日、東村山市立第四中学校を訪問いたしました。この東村山市

立第四中学校は、昨年度まで第三中学校の副校長であった新野先生が今年度校長

として昇任をされたので、頑張っている様子を拝見させていただきました。 

  続きまして、７月７日、金曜日、日の出町立本宿小学校を訪問いたしました。

この日の出町立本宿小学校は、私の校長時代のときの副校長が初めて今年度から

校長になられた学校でして、この日の出町も東大和市以上にさらに自然豊かなと

ころであり、小学校としては東京都で一番の広さの校庭を持つ学校で、非常に敷



－４－ 

地が広く、子どもたちも伸び伸びと生活をしている様子を伺うことができました。 

  ７月９日、日曜日、東大和少年少女合唱団第14回定期演奏会に出席をいたしま

した。こちらも伝統ある定期演奏会ですが、久しぶりに元どおりというんでしょ

うか、コロナ禍前に戻った形での演奏会で、非常に子どもたちの澄んだ歌声が心

地よく、すてきな演奏会でした。卒団式も行われて、高校３年生の子たちが涙な

がらに卒団していく様子も拝見いたしました。 

  ７月10日、月曜日、第八小学校を訪問いたしました。 

  ７月11日、火曜日、東大和市表彰審査会に出席をいたしました。そして、第34

回多摩湖駅伝大会第１回実行委員会に出席をいたしました。多摩湖駅伝大会はこ

ちらも伝統ある行事で、３月20日の春分の日に開催するという予定でございます。 

  ７月12日、水曜日、青梅信用金庫時局講演会に出席をいたしました。こちらは

教育関係というわけではございませんが、講演内容については、中小企業の経営

についてグローバルな視点でお話をいただきまして、今後社会の中で中小企業が

どういうふうにしていくといいのかというようなことを、世界と比べながらもお

話をいただきました。東大和市の教育としても、コミュニティ・スクールとかキ

ャリア教育というようなことも当然推進していますので、その点からするとかな

り参考になる、そういうお話でございました。 

  ７月13日、木曜日、令和５年度第１回東大和市立図書館協議会に出席をいたし

ました。 

  ７月18日、火曜日、第十小学校を訪問いたしました。 

  ７月19日、水曜日、令和５年度第１回東大和市行政改革推進本部会議に出席を

いたしました。そして、第53回東大和市民文化祭第１回実行委員会に出席をいた

しました。市民文化祭は10月14日から11月３日までの間に開催をされる予定でご

ざいます。 

  以上でございます。 

  教育長諸務報告が終わりました。 

  ただいまの報告につきまして、ご質疑等ございましたらご発言をお願いいたし

ます。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 教育長諸報告を終わります。 
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第３ 第２１号報告 事務の臨時代理の承認について 

○岡田教育長 日程第３、第21号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を議

題に供します。 

  報告の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第21号報告 事務の臨時代理の承認に

ついてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  本件は、第三次東大和市学校教育振興基本計画策定検討会設置要綱の制定に関

するものであります。早急に検討会を開催するため、市報７月１日号で市民委員

の募集を行う必要がありましたが、前回の教育委員会が開催されました時点では

要綱の細部が確定をせず、議案として提出することができませんでした。その結

果、令和５年６月30日付で事務の臨時代理をさせていただきましたので、今回の

教育委員会定例会にてご報告申し上げ、承認をお願いするものであります。 

  第二次東大和市学校教育振興基本計画では、教育基本法第17条第２項に基づき、

今まで取り組んできた教育の成果と課題を踏まえ、国や東京都の教育ビジョンや

市の総合計画、教育委員会教育目標との整合性を図りながら平成31年２月に策定

をいたしました。この計画の期間は平成31年度から５年間となっておりまして、

令和５年度末で満了となりますことから、その次期計画となります第三次東大和

市学校教育振興基本計画を策定する検討会議を設置するため、当該要綱を制定さ

せていただくものでございます。 

  それでは、要綱の内容につきましてご説明させていただきます。 

  資料の要綱のほうをご覧ください。 

  第１条は、検討組織としての策定検討会の設置につきまして規定をしたもので

ございます。 

  第２条は、策定検討会の所掌事務につきまして規定をしたものでございます。

策定検討会は第三次基本計画についての調査及び検討を行い、計画の策定に関す

ることを行うものでございます。 

  第３条は、策定検討会の委員の構成を規定したものでございます。教育長、教

育委員の皆さまに加えまして、小・中学校校長会の代表の先生と学識経験者、ま

た第６号に掲げる教育部内の管理職及び公募による市民の方をもって構成されま
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す。 

  第４条は、委員の任期で、第２条に掲げる所掌事務が終了するまでとしており

ます。 

  第５条は、策定検討会の会長を教育長とし、副会長を教育長職務代理者の職に

ある者とすること、会長が策定検討会の進行を務めることなどを規定しておりま

す。 

  第６条は、会長が必要に応じて会議を招集することを規定しております。 

  第７条は、策定委員会では必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見及び

説明を聴取することができることを規定しております。 

  第８条は、策定検討会の庶務につきまして、教育総務課で処理すると規定した

ものでございます。 

  最後に、第９条でございますが、この要綱に定めがなく、策定検討会の運営に

関して必要な事項につきましては、会長が策定委員会に諮って定めることにした

ものでございます。 

  附則でございますが、この要綱につきましては令和５年６月30日から施行し、

第三次基本計画の策定事務の終了をもって廃止するとするものでございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

  いかがでしょうか。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 内容と関係ないのですけれども、第２条の所掌するという熟語なんで

すが、もっと簡単な熟語に置き換えるとどういう熟語になりますか。 

○岡田教育長 斎藤教育総務課長。 

○斎藤教育総務課長 所掌するでございますが、担当するでございましょうか。事

務を把握して行うことですね。すみません、よろしいですか。 

○岡田教育長 ほかにはいかがですか。 

  岩田委員。 

○岩田委員 大体どのぐらいの期間をめどに策定するように目標を立てているのか、

教えていただきたいと思います。 

○岡田教育長 斎藤教育総務課長。 
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○斎藤教育総務課長 まだ事務局の中での素案でございますが、できれば年内には

ある程度の形にしたいとは思ってございます。第１回の会議以降皆さまと会議の

中で詳細は決めさせていただければと思っております。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 教育部長。 

○小俣教育部長 補足ですが今課長が申し上げたとおりですけれども、その後にパ

ブリックコメントをしまして市民の皆さまの意見を反映させ、今年度末にはつく

り上げて４月から速やかに切替え、そして新しい計画に移行するということで予

定をしております。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 ほかにはいかがですか。 

  私のほうから、教育委員の皆さま４人もこの検討会の委員になっているんです

けれども、いきなり検討委員の中に入って何でしょうかというふうにならないた

めに、何か参考にご覧になっておいたほうがいいというようなものがありました

ら教えていただけるとありがたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

  小野教育部参事。 

○小野教育部参事兼教育指導課長 こちらから資料をまた用意させていただきます

けれども、令和３年度に国から令和の日本型教育の答申が出ておりまして、それ

にこれからの教育についての方向性が示されております。それと、令和５年には

次期教育振興基本計画が出ておりまして、まさに国の振興基本計画を東京都が受

けて、市がまたそれを受けるという形になりますけれども、そちらのほうを用意

させていただいて一緒に勉強していければと思っております。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 ありがとうございます。 

  ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第21号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第４ 第３５号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委

員の解嘱について 

○岡田教育長 日程第４、第35号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員

の解嘱について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第35号議案 東大和市学校給食センタ

ー運営委員会委員の解嘱についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を

申し上げます。 

  本件は、東大和市学校給食センター運営委員会委員のうち、学校医として選出

されております鎌田康太郎委員のほうから令和５年７月31日付で辞職したい旨の

届出が提出されましたことから、同日付で解嘱するものでございます。 

  説明のほうは以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 解嘱される方は精神科医と書いてありますけれども、何科でもいいと

いうことでしょうか。次の第36号議案の資料に、第三中学校の学校医の横山さん

が次に委嘱されると書いてありますけれども、資料には何科であるのか書いてあ

りません。お医者様でしたら学校給食に関する知識もお持ちでしょうからもちろ

ん何科でもいいんでしょうけれども、私としては今まで内科か小児科医と思い込

んでいましたので、ここに精神科医と書いてあり不思議に思いました。 

○岡田教育長 斎藤教育総務課長。 

○斎藤教育総務課長 委員からお話ございましたとおり、専門科の分野につきまし

ては指定はございません。鎌田先生につきましても、また次の議案で予定されて

いる横山先生につきましても学校医として子どもたちのふだんの健康状態をご確

認いただいているところでございます。給食につきましては健康管理というとこ

ろにも関わりがございますので、適任かと存じております。 

  以上でございます。 
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○岡田教育長 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第35号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について、本件

を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第５ 第３６号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委

員の委嘱について 

○岡田教育長 日程第５、第36号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員

の委嘱について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第36号議案 東大和市学校給食センタ

ー運営委員会委員の委嘱についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を

いたします。 

  本件は、東大和市学校給食センター運営委員会委員のうち、鎌田康太郎委員が

令和５年７月31日付で解嘱となりますことから、東大和市学校給食センター運営

委員会規則第３条第１項第５号に基づく学校医１名につきまして、東大和市学校

給食センター運営委員会委員を委嘱するものであります。 

  ご提案いたしました委員の氏名等につきましては、お手元の議案書に記載のと

おりであります。 

  なお、任期でありますが、同規則第３条第２項の規定に基づき、前任者の残任

期間であります令和５年８月１日から令和６年６月30日までとなります。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○岡田教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第36号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について、本件

を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第６ 第３７号議案 東大和市立学童保育所条例の一部を改正

する条例に係る意見の申出について 

○岡田教育長 日程第６、第37号議案 東大和市立学童保育所条例の一部を改正す

る条例に係る意見の申出について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第37号議案 東大和市立学童保育所条

例の一部を改正する条例に係る意見の申出についてにつきまして、提案理由並び

に内容のご説明を申し上げます。 

  本件は、学童保育環境の改善を図るため、東大和市立第二小学校内に新たな学

童保育所を設置し、令和６年４月１日より供用を開始することから、その名称及

び位置を定め、別表に加えるため、条例の一部改正をご提案申し上げるものでご

ざいます。 

  それでは、内容につきましてご説明を申し上げます。 

  議案資料をご覧いただきたいと思います。Ａ４横の２枚ものでございます。ペ

ージが振ってありませんけれども、２枚ですので、説明のほうは１枚目、２枚目

ということでご説明させていただきます。 

  それでは、資料のほう１枚目をご覧ください。 

  網がけがしてあるところが今回改正を行う箇所でございまして、左側が現行の

条文、右側が改正後の案でございます。別表は名称、位置及び基準定員を定めた

第２条に関するものでありますが、名称欄の東大和市立学童保育所第二クラブの

枠の下に東大和市立学童保育所第二クラブ二小内育成室を、それから位置欄の東

大和市南街５丁目32番地の枠の下に東大和市南街３丁目61番地の２をそれぞれ追

加するものであります。 
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  最後に、附則については、２枚目のほうになりますが、この条例の施行日を令

和６年４月１日とするものであります。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑がありましたら、ご発言をお願いいたします。 

  岩田委員。 

○岩田委員 １つ教えていただきたいんですけれども、名称が学童保育所第二クラ

ブと育成室とありますけれども、この違いは何なんでしょうか。 

○岡田教育長 小俣教育部長。 

○小俣教育部長 学童保育所第二クラブというのは、今、南街市民センターの中に

ある学童のことでございまして、その下の網がけの第二クラブ二小内育成室とい

うのは、これから新しく二小の中に学童をつくります。そちらの新しくつくる学

童のほうの名称を第二クラブ二小内育成室というふうに定めるものでございます。

その違いです。 

○岡田教育長 岩田委員。 

○岩田委員 名前の違いだけですか。お預かりするお子さんについて、例えば入る

条件などの違いはないということでしょうか。 

○岡田教育長 小俣教育部長。 

○小俣教育部長 基本的には学童保育所としては同じ基準になります。ただ、第四

クラブにつきましても同じようにご覧いただくと、今まで学校の外に第四クラブ

がありまして、改めて四小の中にも学童をつくりました。 

  その違いとしましては、学校に入ったばかりの１年生、２年生に基本的には学

校の中に入っていただき、３年生とか学年があがりますと外の学童に行っていた

だくというようなそういう区別はつけようと思っておりまして、少しでも低学年

に優しい学童クラブにしていきたいというふうに思っております。基本的に入る、

入らないは一定の基準を用いて決めていますので、そこに違いはございません。 

  以上でございます。 

○岩田委員 ありがとうございます。 

○岡田教育長 ほかにはいかがでしょうか。 

  では、確認で、基本的には待機児童の解消ということが目的で、二小の校舎内

の中に二小の第二クラブができる、育成室ができるということでよろしかったで
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しょうか。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 今教育長お話しのとおり、第二学童クラブ、今の学童はもう定員

がいっぱいで、待機児童対策として新しく定員30名、二小の学校の中に30名の子

どもたちのために学童の新しい設備を整えるというところで進めておりますので、

待機児童対策の一環ということで進めてまいります。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 ありがとうございます。 

  ほかよろしいですか。大丈夫でしょうか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第37号議案 東大和市立学童保育所条例の一部を改正する条例に係る意見の申

出について、本件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第７ 第３８号議案 東大和市立郷土博物館条例の一部を改正

する条例に係る意見の申出について 

○岡田教育長 日程第７、第38号議案 東大和市立郷土博物館条例の一部を改正す

る条例に係る意見の申出について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第38号議案 東大和市立郷土博物館条

例の一部を改正する条例に係る意見の申出についてにつきまして、提案理由並び

に内容のご説明を申し上げます。 

  本件は、博物館法の改正に伴いまして、関連する東大和市立郷土博物館条例の

一部を改正するものであります。 

  内容のご説明をさせていただきますので、資料のほうをご覧ください。 

  資料のほうは３枚ありまして、３分の１、３分の２、３分の３というところで

下にページを振ってあります。 
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  まず、３分の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  網がけしてあるところが今回改正を行う箇所でございまして、左側が現行の条

文、右側が改正案であります。 

  初めに、東大和市立郷土博物館条例第１条につきまして、博物館法の改正によ

り博物館法第18条の規定が削除されたため、博物館条例におきましても文言を整

理するものでございます。 

  続きまして、その資料の一番下です。右側の網がけのところにありますが、郷

土博物館条例第３条第７号につきまして、博物館法の第３条に「学芸員その他の

博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。」という条文が加わっ

たということを受けまして、同じ内容を郷土博物館条例の第３条第７号に加える

ものであります。 

  また、郷土博物館条例第３条第７号の今ご説明したところの追加に伴いまして、

現行の郷土博物館条例第３条第７号と第８号をそれぞれ第８号、第９号と項ずれ

をして番号を変えるというものでございます。 

  それから、続きまして博物館法の第20条が第23条に条ずれしたことに伴いまし

て、郷土博物館条例第８条第１項中、「第20条第１項」を「第23条第１項」に改

めるというところでございます。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑がありましたら、ご発言をお願いいたします。 

  内野委員。 

○内野委員 ３分の１ページの改正後（案）の一番下なのですが、「学芸員その他

の博物館の事業に従事する人材」とありますけれども、現行ではこちらは入って

いないんですけれども、どのような方たちがそれに該当するんでしょうか、教え

ていただけますか。 

○岡田教育長 岩野生涯学習課長。 

○岩野生涯学習課長 郷土博物館の学芸員につきましては、学生で実習が必要な方

につきましては郷土博物館で例年受入れを行っておりまして、人材の育成という

のを図ってございます。また、職場内の職員につきましても、適宜職場内研修を

行うことによって研修のほうを図っているところでございます。現在、郷土博物

館のほうで取り組んでいるところは以上になりますが、引き続きこのような内容
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で取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

  では、よろしかったですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑のほうを終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第38号議案 東大和市立郷土博物館条例の一部を改正する条例に係る意見の申

出について、本件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎閉会の辞 

○岡田教育長 以上をもちまして、本日予定しておりました議事日程は全て終了い

たしました。 

  これをもって令和５年第７回東大和市教育委員会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

午後 ２時３４分閉会 
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